
問地域行政課 ☎5432-2037 FAX5432-3069

烏山区民講座プランナー募集
　楽しいアイデアを持ち寄って企画
会議や当日の運営など講座づくりに
チャレンジしませんか。
対全8回程度参加できる方（初めて
の方優先）
日6月15日から原則火曜午前10時～
正午
場烏山総合支所
備企画した講座を今秋開催予定。
申電話で地域振興課（☎3326-9376 
FAX3326-1050）へ　抽選若干名

第19回すくすくメッセ烏山
内容／乳幼児対象子育てグループや
保育施設等の紹介・育児相談等
日6月19日㈯午前10時30分～正午、
午後0時30分～2時
備4館に分かれて同時開催。
場・問 烏山児童館（☎3309-3003 
FAX3326-6116）、上北沢児童館（☎
3290-3700 FAX3290-5042）、 上
祖師谷ぱる児童館（☎3789-3131 
FAX3789-3521）、粕谷児童館（☎
3305-7171 FAX3305-7172）

「美術講座」を開催しました
　1月24日、3月14日に烏山区民セ
ンターで「美術講座」を開催しました。
感染症対策を講じた中、美術評論家
の谷岡清氏を招き、ヨハネス・フェ

ルメール「謎多き画家フェルメールの
作品の全て」、トルコ・イスタンブール
「蒼

そう

穹
きゅう

に映えるモスクの街」という
テーマで楽しみました。
問烏山区民センター
☎3326-3511
FAX5313-0009

花の寄せ植え講座
「花とハーブの寄せ植え」
日6月11日㈮①午後1時～2時30分
②午後3時～4時30分
場烏山区民センター
講田部井弘子（ちとせフラワー）
費2000円（材料費）
備シャベル（お持ちの方）、軍手、エ
プロン、持ち帰り用袋等を持参。
申電話またはファクシミリ（記入例参
照。①②の別も明記）で烏山区民
センター（☎3326-3511 FAX5313-
0009）へ　先着①②各15人

子育て世代の健康サポーター募集
　烏山地域では、「健康サポーター」と呼
ばれる烏山地域在住の区民の方が、関係
機関・区職員とともに、健康づくりに向け
た様々なイベントを企画・実施しています。
対烏山地域在住の方

からすやまからすやま
総合支所

4

●全て予約制です。申込みは電話でお住まいの地域の総合支所健康づくり課へ(ハガキでの申込不可)。
●育児の相談は常時受け付けています。相談の際には、母子健康手帳を持参して下さい。

こころの
健康相談

こころの
健康相談

（子ども・思春期）

食生活
相談室

すくすく
歯科相談
（4歳未満）

依存症相談
（アルコール等） 問合せ先

世
田
谷

9日㈬、24日㈭
13:30～15:30

10日㈭
13:30～15:30

16日㈬
9:00～11:00

11日、18日、
25日㈮

9:00～10:30

3日㈭、14日㈪
13:30～15:30

▶世田谷・健康づくり課
〒154-8504 世田谷4-22-33
☎5432-2893 FAX5432-3074

北
　
沢
11日、25日㈮
13:30～15:30

18日㈮
14:00～16:00

28日㈪
13:00～15:00

2日、9日、
23日㈬

9:00～10:30

10日㈭ 13:00～15:00
28日㈪ 13:30～15:30
（会場は烏山）

▶北沢・健康づくり課
〒155-8666 北沢2-8-18
☎6804-9355 FAX6804-9044

玉
　
川

3日、24日㈭
13:30～15:30

9日㈬
14:30～16:30

4日㈮
13:00～15:00

2日、16日、
23日㈬

9:00～10:20

3日㈭、14日㈪
13:30～15:30
（会場は世田谷）

▶玉川・健康づくり課
〒158-8503 等々力3-4-1
☎3702-1948 FAX3705-9203

砧 7日、21日㈪
13:30～15:30

24日㈭
9:30～11:30

9日㈬
9:00～11:00

11日、18日㈮
9:00～10:30

10日㈭ 13:00～15:00
28日㈪ 13:30～15:30
（会場は烏山）

▶砧・健康づくり課
〒157-8501 成城6-2-1
☎3483-3161 FAX3483-3167

烏
　
山

1日㈫、16日㈬
13:30～15:30

24日㈭
9:00～11:30

10日㈭
9:00～11:00

9日、16日、
23日㈬

9:00～10:30

10日㈭ 13:00～15:00
28日㈪ 13:30～15:30

▶烏山・健康づくり課
〒157-8555 南烏山6-22-14
☎3308-8228 FAX3308-3036

健康づくり こころとからだの相談あんない6月ホ ト ラ イ ンッ

●救急車を呼ぼうか迷った時に(24時間)
　#7119(または☎3212-2323)

●医療機関案内(24時間)
　☎5272-0303

●子どもの急病時の相談
　(平日18時～翌朝8時、土・日曜、祝日8時～翌朝8時)
　#8000(または☎5285-8898)

急
病
！ど

う
し
よ
う　 !?

け
が
！

①行事名（コース）など
②住所　
③氏名（ふりがな）
④年齢　
⑤電話またはFAX番号
⑥「保育可」の催しで保
育希望の場合は、その
旨と子どもの氏名・ふり
がな・年齢
往復ハガキの場合は
返信用にも住所・氏名

●あて先は各記事の申込先
(住所の記載がない申込先
は、1面の総合支所の住所)

●特に記載がない場合、
　参加対象は、区内在住・
　在勤・在学者
●「保育可」は生後5か月以上
で首がすわっている子～
　未就学児が対象
●連記・重複申込不可
●「健康づくりホットライン」は
ハガキでの申込不可

ハガキ・ファクシミリの記入例
特に条件のある場合は明記します

●訓練に　参加したから　顔見知り（防災・避難所訓練に参加して、地域とつながろう）
●本紙掲載の催し物等は、新型コロナウイルス感染症の予防のため、中止等になる場合がありますので、事前に区のホームページをご覧いただくか、担当課までお問い合わせ下さい。

令和3年（2021年）5月25日号地域版対対象（特に記載がない場合、参加対象は、区内在住・在勤・在学者）　日日時・日程　場会場
当日直接会場へ　講講師　費費用（特に記載がない場合、無料）　備ほかの情報　申申込方法　問問合せ先
はパソコン、 はパソコン・スマートフォン（一部）で区のホームページから申込可。※一部対応できない機種があります。

マーク
概要

 せたがやコール ☎5432-3333  FAX 5432-3100

備月1回程度企画会議を実施（保育可
（要予約））。
申電話で健康づくり課（☎3308-
8228 FAX3308-3036）へ　

成年後見制度相談会
日6月1日、7月6日いずれも火曜午
前10時～正午
場烏山地域社会福祉協議会事務所
（南烏山5-18-13 4階）
備相談時間は1人45分。
申電話で（社福）世田谷区社会福祉
協議会成年後見センター（☎6411-
3950 FAX6411-2247）へ

認知症高齢者の家族の会
日6月22日㈫午前10時～正午
場烏山区民センター
申電話で保健福祉課（☎3326-6136 
FAX3326-6154）へ　先着10人

　区内全地区28か所のまちづくりセンター（通称：まちセン）では、本庁や総合支所よりも区民の皆さんに身近な行政拠点として、地域コミュニティ
の醸成や住民主体のまちづくり活動の支援を行っています。

皆さんに身近な行政拠点『まちづくりセンター』
世田谷の

第2回

「からぴょんダンスVer.2021」を
せたがや動画で配信中です
「からぴょんダンスVer.2021」を
せたがや動画で配信中です
　からぴょんと日本女子体育大学ダン
ス・プロデュース研究部の皆さんが一
緒に踊った「からぴょんダンス」の動
画を配信中です。ダンスと
うたを覚えて、おうちで楽
しく体を動かしませんか。

烏山地域キャラクター
「からぴょん」

問地域振興課
☎3326-1207  FAX3326-1050

烏山地域キャラクター

3326-1050

早くみんなと
一緒に踊りたいな！！

まちづくりセンターの主な役割

まちづくり活動
の促進 暮らしの相談

防災活動の支援 地区の情報発信

地域包括ケアの
地区展開

町会・自治会など地区で活動する団体が行うイベントや事業等への
支援により、まちづくりを促進しています。

日常的な様々な問い合わせへの対応や地区の課題などの困りごとの
相談を受け、解決策を一緒に考えます。

避難所運営訓練や地区防災訓練の支援など防災意識・防災力の向上
に努めています。

生活に密着した身近な情報（イベント情報、地区の活動団体の情報
など）を窓口やホームページなどで発信しています。

その他証明書の交付や保険証の再発行、物品の助成や貸出し、区広報
板の利用申請等の窓口サービスを扱っています。まちづくりセンター
に関する詳しい情報は、区のホームページをご確認下さい。
※一部のまちづくりセンターでは窓口サービスが異なります。

まちづくりセンターにあんしんすこやかセンター（地域包括支援セ
ンター）と社会福祉協議会地区事務局を配置し、福祉の困りごとな
どの相談をお受けする「福祉の相談窓口」、買い物支援や居場所づく
りなどの「参加と協働による地域づくり」に取り組んでいます。

講座の様子▶

完成品のイメージ▶

　関東大震災の救援のために移住し
た賀川豊彦によって雑木林から開拓
されました。当初の教会と幼稚園は
建て替えられていますが、賀川によ
り推奨された「自然教案」により、
敷地内には当時からの樹木が多く残
されています。資料館の2階広場に
は、当初の木造教会が保存されて
います。日本建築家協会25年賞を
受賞しました。
　これまでに区内86か所の風景が
地域風景資産として選定され、地域
の方々により大切に守られ、育まれ
ています。詳しくは、区のホームペ
ージをご覧下さい。
問都市デザイン課
☎6432-7153  FAX6432-7996

大切にしたい身近な風景
（地域風景資産）
賀川豊彦と松沢の
教会・幼稚園・資料館


